
令和元年12月末現在の
人口の動き

●人口　 14,038人（前月比−21人） 男 7,040人（−14人） ●外国人人口 298人（前月比＋1人）男 138人（＋1人）女 160人（±0人）
　（外国籍除く）  （前年比−105人） 女 6,998人（−7人） ●世帯数 4,840世帯（外国人のみの世帯含む）

February  No.5232広報せいろう
2020

　冬休みが明け、こども園では恒例のもちつき大会
が行われました。
　JA北越後青壮年部と聖籠町女性いきいき交流会
の皆さんと一緒に、年長組さんがおもちをぺったん
ぺったん。つきたての美味しいおもちをたくさん食
べて、きっと今年 1年元気いっぱいで過ごせること
でしょう。（写真は亀代こども園）

町のイメージキャラクター

百合若 はなちゃん緑丸

こども園でもちつき大会
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行財政改革は、一人ひとりの意識改革です。� 「生涯、健康に暮らせるまちづくり」第３回

　

特
定
健
診
は
、
自
分
の
た
め
、

家
族
の
た
め
に
受
診
す
る
こ
と
は

も
ち
ろ
ん
で
す
が
、
町
の
将
来
を

支
え
る
町
民
一
人
ひ
と
り
が
、
生

涯
健
康
に
暮
ら
せ
る
よ
う
に
、
地

域
全
体
で
特
定
健
診
受
診
を
普
及

啓
発
し
、
受
診
率
を
向
上
さ
せ
る

必
要
が
あ
り
ま
す
。

　

今
回
は
、町
の
健
康
課
題
か
ら
、

特
定
健
診
の
現
状
と
課
題
に
つ
い

て
お
伝
え
し
ま
す
。

　

図
①
か
ら
、
過
去
10
年
間
で
「
糖

尿
病
」「
高
血
圧
性
疾
患
」
の
受
診

率
が
上
昇
傾
向
に
あ
り
ま
す
。「
糖

尿
病
」「
高
血
圧
性
疾
患
」
受
診
件

数
も
多
く
、
聖
籠
町
の
重
要
な
健
康

課
題
と
な
っ
て
い
ま
す
。

　

図
②
か
ら
、
糖
尿
病
に
か
か
わ
る

医
療
費
を
年
代
別
に
み
る
と
、
す
で

に
20
歳
代
か
ら
糖
尿
病
で
受
診
し
て

い
る
方
が
い
ま
す
。

　

ま
た
、
40
︲
50
歳
代
で
は
医
療
費
・

受
診
率
と
も
増
え
て
い
ま
す
。

聖
籠
町
は
糖
尿
病
・
高
血
圧
が
多
い
⁉

あ
な
た
の
健
康
は

　
　
　
　
町
の
財
産

自分のため ・家族のため ・町の未来のために

特定健診を受けましょう

糖尿病に関わる医療費（年代別）

出典：平成 30 年度「聖籠町国民健康保険医療費より」
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シリーズ 行財政改革　「子どもへ・福祉へ・未来へ」３つの投資で「住んでよかった」まちづくり

　

脳
梗
塞
や
心
筋
梗
塞
な
ど
の
病
気

は
、
糖
尿
病
な
ど
の
生
活
習
慣
病
に
よ

る
内
臓
脂
肪
症
候
群
（
メ
タ
ボ
リ
ッ
ク

シ
ン
ド
ロ
ー
ム
）
が
要
因
の
一
つ
と
い

わ
れ
て
い
ま
す
。
内
臓
脂
肪
は
自
覚
症

状
が
無
い
ま
ま
、
血
管
を
傷
つ
け
て
い

き
ま
す
。

　

特
定
健
診
や
人
間
ド
ッ
ク
で
は
、

様
々
な
検
査
項
目
か
ら
動
脈
硬
化
の
進

み
具
合
を
判
断
し
、
血
管
や
臓
器
の
健

康
状
態
を
教
え
て
く
れ
ま
す
。
重
症
化

予
防
の
た
め
に
は
、
ま
ず
は
健
診
を
受

け
て
早
期
発
見
す
る
こ
と
が
大
事
で

す
。
そ
し
て
、
生
活
を
見
直
す
必
要
が

あ
る
方
、
医
療
機
関
に
受
診
が
必
要
な

方
は
そ
の
ま
ま
放
置
せ
ず
に
、
必
ず
受

診
す
る
こ
と
が
大
切
で
す
。

　

図
③
か
ら
、
平
成
28
～
30
年
度

に
介
護
保
険
を
申
請
し
た
中
で
、

40
～
64
歳
ま
で
の
２
号
被
保
険
者

の
申
請
理
由
の
半
数
が
「
脳
血
管

疾
患
」
で
し
た
。
脳
血
管
疾
患
を

発
症
し
た
方
の
中
に
は
、

「
健
診
で
精
密
検
査
に
な
っ
た
け

ど
、
忙
し
く
て
受
診
し
て
い
な

か
っ
た
」

「
ス
ト
レ
ス
発
散
は
お
酒
と
タ
バ

コ
。
疲
れ
が
た
ま
る
と
ど
ん
ど
ん

量
が
増
え
て
い
っ
た
」

「
不
規
則
な
勤
務
で
食
事
の
時
間

も
バ
ラ
バ
ラ
。
簡
単
な
物
し
か
食

べ
て
い
な
い
」

「
仕
事
は
つ
ら
い
け
ど
、
家
族
の

た
め
に
頑
張
る
し
か
な
い
」

と
い
う
話
を
し
て
く
れ
た
方
も
い

ま
し
た
。

　

町
の
医
療
費
か
ら
も
、
糖
尿
病

な
ど
の
生
活
習
慣
病
を
若
年
で
発

症
し
、
働
き
盛
り
世
代
で
重
症
化

す
る
危
険
が
高
い
状
態
で
す
。
高

血
糖
・
高
血
圧
の
状
態
を
長
く
放

置
す
る
と
、
腎
不
全
・
脳
梗
塞
な

ど
命
に
か
か
わ
る
重
大
な
疾
患
に

つ
な
が
り
ま
す
。
働
き
盛
り
世
代

が
倒
れ
る
こ
と
は
、
ご
自
身
の
人

生
を
大
き
く
変
え
、
身
体
的
・
精

神
的
・
経
済
的
に
も
大
き
な
負
担

が
の
し
か
か
り
、
子
ど
も
た
ち
・

親
世
代
の
生
活
に
も
影
響
を
与
え

ま
す
。

　

家
庭
、
社
会
、
地
域
に
お
い
て

責
任
が
大
き
い
働
き
盛
り
世
代
の

健
康
問
題
は
、
個
人
の
責
任
だ
け

で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
働
き
盛
り
の

暮
ら
し
を
守
る
た
め
に
家
庭
、
地

域
、
社
会
全
体
で
考
え
て
い
く
必

要
が
あ
り
ま
す
。

ま
ず
、
あ
な
た
に
で
き
る
こ
と

働
き
盛
り
世
代
の
健
康
と
暮
ら
し

介護保険新規認定者　申請理由の状況（平成 28年度～ 30年度）
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（人）

図③
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行財政改革は、一人ひとりの意識改革です。� 「生涯、健康に暮らせるまちづくり」第３回

　

町
で
は
特
定
健
診
受
診
率
向
上

の
た
め
「
受
け
て
良
か
っ
た
」「
来

年
も
ま
た
受
け
に
来
よ
う
」
と

思
っ
て
い
た
だ
け
る
よ
う
に
、
健

診
の
在
り
方
を
毎
年
見
直
し
て
い

ま
す
。

特
定
健
診
を
充
実
さ
せ
る

た
め
の
町
の
取
り
組
み

受診者全員に特定健診の「詳細な健診項目」を実施！！
　皆さんが毎年受けている心電図、眼底検査、貧血検査などは「詳細な健診項目」であり本来、医師が必
要と認めた方に実施します。そのため、他市町村ではこれらの検査項目を必要な方にしか実施していない
所もあります。しかし、町ではより詳しく検査を受けてもらいたいため、受診された方全員に実施してい
ます。

健診受診後の事後フォローを充実！
　健診は受けたら終わりではありません。自分の結果をしっかり知る必要があります。
　「結果の見方がわからない」
　「どこの医療機関にかかればいい？」
　「要保健指導って書いてあるけど…」
　「夫の結果が心配で…」
という声も多くあります。自分自身、家族、
地域全体で健康について考えることができ
るように、個別・地域ごとに健診受診後の
フォローを丁寧に実施しています。

がん検診も一緒に受診できる！
　特定健診と一緒にがん検診を受けられる総合
健診です。来たついでに、他のがん検診もまと
めて受けることができます。

日曜健診の実施！
　「平日は忙しくて受けられない」という働き
盛り世代の方の受診者数が増えています。

咀
そしゃく

嚼力検査も実施！
　しっかり噛むことは生活習慣病の予防につな
がります。お口の健康について歯科衛生士が個
別に丁寧にお伝えします。

検査項目がこれだけ入って
通常７４８３円の検査⇒１０００円
　20 ～ 39 歳の方、聖籠町国民健康保険加入の方は
１０００円で受けられます！

健診結果活用塾にて



5　R2.2 広報聖籠

シリーズ 行財政改革　「子どもへ・福祉へ・未来へ」３つの投資で「住んでよかった」まちづくり

お問い合わせ　保健福祉課（町保健福祉センター内）　☎２７－６５１１

第４回（３月号）では、「私たちの町の健康を考えよう」について掲載予定です。

①
集
落
公
会
堂
で
の

　
　
　
　
　
　
受
診
者
の
減
少

　

町
で
は
、
春
の
健
診
の
際
に
、
６
つ

の
集
落
の
公
会
堂
、
保
健
福
祉
セ
ン

タ
ー
を
会
場
と
し
て
き
ま
し
た
。

　

図
④
過
去
５
年
間
の
一
日
平
均
受
診

者
数
か
ら
、
６
集
落
会
場
全
体
の
一
日

平
均
、
保
健
福
祉
セ
ン
タ
ー
会
場
で
の

一
日
平
均
受
診
者
数
の
差
は
大
き
く
、

保
健
福
祉
セ
ン
タ
ー
会
場
は
１
５
０
人

以
上
で
横
ば
い
で
す
が
、
集
落
会
場
で

は
年
々
一
日
平
均
受
診
者
が
減
っ
て
い

ま
す
。

②
受
け
や
す
い
健
診
体
制
、

　
充
実
し
た
保
健
事
業
を
め
ざ
す

　

働
き
盛
り
世
代
、
高
齢
者
の
方
な
ど

幅
広
い
年
代
の
方
に
、
ご
自
身
の
健
康

へ
の
関
心
を
高
め
て
い
た
だ
け
る
よ
う

に
健
診
内
容
・
健
診
事
後
の
保
健
事
業

の
充
実
に
努
め
て
い
ま
す
。
特
に
、
お

口
の
健
康
に
関
す
る
コ
ー
ナ
ー
、土
曜
・

日
曜
日
の
休
日
健
診
の
更
な
る
充
実
に

向
け
て
現
在
調
整
中
で
す
。

　

こ
う
し
た
状
況
を
踏
ま
え
、
来
年
度

春
の
健
診
か
ら
下
記
の
と
お
り
変
更
し

ま
す
。

健
診
会
場
の
現
状
か
ら
見
る「
受
け
や
す
い
健
診
体
制
」令和 2年度　春の総合健診の会場が変わります

健診会場別　一日平均受診者数

99 94 89 89 81 77 

150 150 162 157 151 156

0
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60

90

120
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180
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集落会場（６か
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均受診者数

春保健センター
１日社保含む平
均受診者数

図④

　今まで、集落公会堂会場で受診されていた方には、ご不便をおかけすることになりますが、ご理解とご協
力をお願いします。

令和元年度まで 令和 2年度の予定

開催時期と日数 5 月の平日　9日間 5月の平日　7日間

健診会場
蓮潟、藤寄、網代浜、亀塚、次第浜、
二本松の 6集落公会堂
　　　　　＋保健福祉センター 3日間

亀代小学校区　1日
蓮野小学校区　1日
　　　　＋保健福祉センター５日間
※休日健診の実施に向けて日程調整中
※現在、多目的屋内運動場での開催を準
備検討中
※将来的に全日程保健福祉センターに統
合する予定

健診内容

特定健診（40歳未満・国保特定健診・
社保被扶養者健診・後期高齢者健診）
がん検診（胃・大腸・肺・前立腺）
肝炎ウィルス検査

継続
＋

後期高齢者健診問診票の実施
歯科口腔に関する検査・相談日を１日設
定予定
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聖籠町住民健診申込書をご提出ください
　町では、１月下旬から２月上旬にかけて各世帯に「令和２年度聖籠町住民健診申込書」を配付します。令和２
年度から変更点がありますので、下記をご確認の上、健診を受ける・受けないにかかわらず全世帯ご提出をお願
いします。

　町ではこれまで毎年受診できる体制をとってきましたが、本来の国のガイドラインに沿って２年に１度の受診
の体制に変更することとしました。検診対象について、下記をご確認ください。

　これまで、春の総合健診時に蓮潟・網代浜・亀塚・次第浜・藤寄・二本松集落の公会堂で実施していましたが、
令和２年度より蓮野小学校区１か所、亀代小学校区１か所、保健福祉センターとなります。詳細は前項（５ページ）
をご確認ください。

変わり
ます！

変わり
ます！

子宮頸がん検診は２年に１度の受診に

集落公会堂での健診を集約し、
健診会場が変更

子宮頸がん検診対象年齢 20 歳以上の方（平成 13年 4月 1日生まれまでの方）

令和２年度の対象
令和２年度　偶数年齢の方
※　令和２年度に奇数年齢の方は原則、受けることができません。ただ
し、奇数年齢の方で令和元年度に未受診の方は受診可能です。

　今年、30歳になります。子
宮頸がん検診を受けることがで
きますか？

⇒○　偶数年齢の方は受け
ることができます。お手元
の住民健診申込書よりお申込み
ください。

　今年、43歳。去年、受けま
したが、今年も受けることがで
きますか？

⇒×　今年度は受けること
ができません。令和３年度
にお申し込みください。

　今年、55歳。去年、受けそ
びれてしまったのですが、受け
ることができますか？

⇒○　奇数年齢の方で、令
和元年度に未受診の方は受
診可能です。直接、保健福祉
課にお申し込みください。
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　町では 20 歳以上から胃がん検診を受診できますが、最近では 40 歳以下の胃がん検診（胃部Ｘ線検査）の場
合は利益よりも不利益が大きいということが研究でわかっています。
　40歳以下の胃がん検診受診のデメリット
　　・偽陽性（治療の必要のない良性の病気を見つけてしまうこと）
　　・放射線被ばく
　40 歳以上の胃がん検診は早期発見・早期治療への有効性が大きいです。40 歳を過ぎたら、毎年胃がん検診
を受けましょう。詳細は、住民健診申込書に同封したオレンジ色の案内をご確認ください。

〇国民健康保険加入の３０歳から７４歳までの方
　同封の「令和 2 年度国民健康保険特定健診・人間ドックのご案内」もご提出ください。

〇社会保険被扶養者の４１～７４歳の方
　特定健診は、社会保険が発行する「特定健診受診券」が必要になります。ただし、保険者（保険証発行元）
によっては町では受けられない場合もありますので必ず保険者に確認してください。

〇胸部レントゲンおよびがん検診
　加入保険に関係なく受診券なしで受診できます。検診の種類によって対象が異なりますので下記をご確認
ください。

※健診（検診）内容などの詳細は、住民健診申込書に同封したご案内をご確認ください。

お問い合わせ　保健福祉課（町保健福祉センター内）　保健衛生係　☎２７－６５１１

お勧めし
ません！ 40 歳以下の胃がん検診

お申し込みについての注意事項

よくある質問
Q　提出先の隣組（班）長が誰かわからない。
→Ａ　申込書を区長もしくは町保健福祉センターへ直接提出してください。
Q　申込書の提出期限が過ぎてしまっていた！
→Ａ　町保健福祉センターへ直接提出してください。
Q　今年の４月以降に７５歳になる国民健康保険加入者です。これまで国保の人間ドックを受診してい

たのですが、今年は人間ドックの申込書が入っていません。
→Ａ　令和 2年 4月以降に 75歳になる被保険者には人間ドックの案内を同封していません。

該当の方で人間ドックを希望する場合は、役場町民課保険係へお問い合わせください。

検診種類 対象者
胸部レントゲン検診 40 歳以上

胃がん検診 おおむね 40 歳以上
大腸がん検診 おおむね 40 歳以上

子宮頸がん検診 20 歳以上の女性
乳がん検診 40 歳以上の女性
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税
の
申
告
は
お
忘
れ
な
く
！
令
和
元
年
分
所
得
税
確
定
申
告
、
町
民
税
・
県
民
税
申
告
の
ご
案
内

マイナンバーをご持参ください
　申告書には申告する方のマイナンバー

（個人番号）を記載する必要がありますの
で、ご協力をお願いします。

≪マイナンバーを確認できるもの≫
（いずれか１つをご持参ください。）
　①マイナンバーカード（顔写真付き）
　②通知カード
　③マイナンバー入りの住民票

医療費はご自宅で集計し、明
細書を作成してください
　医療費控除は平成 29 年分の確定申告か
ら、領収書を提出する代わりに「医療費控
除の明細書【内訳書】」を作成・添付する
こととなりました。事前に医療費を集計し、
明細書を申告会場へご持参ください。
　なお、医療保険者から交付を受けた医療
費のお知らせ（医療費通知）を添付するこ
とにより、明細書の記入を省略できます。

≪医療費控除の明細書【内訳書】とは≫
　確定申告専用のもので、受診者ごとに医
療費を集計する用紙です（医療機関でもら
う明細書ではありません）。様式について
は、下記「必要書類について」をご覧くだ
さい。

≪領収書は５年間保存が必要です≫
　「医療費控除の明細書」を添付した場合
でも領収書は自宅などで５年間保存する必
要がありますのでご注意ください。（税務
署から提示または提出を求められる場合が
あります。）

必要書類について
　申告に必要な様式は、役場・税務署の窓
口および国税庁ホームページで配布してい
ます。
　また、国税庁ホームページの「令和元年
分　確定申告特集」のページでは、よくあ
るお問い合わせなど、申告に必要な情報が
掲載されておりますので、ぜひご覧ください。

　令和元年分の所得税、町・県民税の申告
の相談および申告書の受け付けについてご
案内します。

■受付期間
　２月 17 日（月）～３月 16 日（月）

確定申告書はe-Taxや郵送で
も提出できます
　国税庁ホームページの「確定申告書等作
成コーナー」をご利用いただくと自宅など
でパソコン・スマートフォンから確定申告
書が作成できます。このコーナーでは、画
面の案内に従って金額などを入力すれば、
税額などが自動計算され、所得税、消費
税の申告書や青色決算書などを作成できる
便利なシステムです。作成したデータは、
ｅ - Ｔａｘ（電子申告）を利用して提出で
きるほか、印刷した書面により提出するこ
とができますので、ぜひご活用ください。
　なお、ｅ - Ｔａｘで送信するには、マイ
ナンバーカードまたは事前に税務署で発行
されたＩＤ・パスワードが必要です。詳し
くは国税庁ホームページからご確認くださ
い。

所得がない場合でも申告は必
要ですか？
　所得がない旨の申告（町・県民税の申告）
をしておくことをお勧めします。
　所得がなく非課税となる場合、申告義務
はありませんが、申告をしないと、
・国民健康保険税の軽減の判定ができない
・所得証明書が発行できない
といった影響が出る場合があります。町・
県民税の申告書は町のホームページからダ
ウンロードし、郵送で提出もできますので、
ご検討ください。

≪その他、申告が必要か分からない方≫
　例年住民税がかかっている方で、申告す
べきか分からない方は、会場にお越しいた
だくことをお勧めします。（申告相談だけ
でも構いません。）
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会場の混雑緩和のため、集落ごとの日程（目
安）を次のとおり設定しました
※日程は目安ですので、ご都合がつかない方は別の時

間帯にお越しください。（ご連絡などは不要です。）

確定申告に関するお問い合わせ
　新発田税務署　☎２２－３１６１（代表）または　役場税務財政課 税務係 ( 内線１４３)

月・日・曜日 時間 対　象　集　落　（ 目 安 ）
２月17日（月）
　　18日（火）

午前 農業所得や小規模な営業所得
などのある方（全集落）午後

２月19日（水） 午前 四ツ屋・道賀新田・上大谷内
午後 真　野

２月20日（木） 午前 丸　潟・桃　山
午後 山倉・苔沼・中の橋

２月21日（金） 午前 本諏訪山・山諏訪山
午後 本大夫・山大夫

２月25日（火）
午前 山大夫・本三賀・山三賀

午後 尾沢ヶ丘・外畑・稲の平
・ひばりが丘

２月26日（水） 午前 二本松・聖中ヶ丘午後

２月27日（木） 午前 同　上
午後 杉谷内・八幡・東山・旭ヶ丘

２月28日（金） 午前 同　上
午後 蓮　野

３月２日（月） 午前 正　庵・藤　寄午後

３月３日（火） 午前 藤 寄・大夫興野
午後 甚兵衛橋・別 條

３月４日（水） 午前  蓮　潟午後

３月５日（木） 午前 蓮潟・蓮潟新田午後

３月６日（金） 午前 網代浜午後

３月９日（月） 午前 網代浜・亀　塚午後

３月10日（火） 午前  亀　塚午後

３月11日（水） 午前  次第浜・汐美台午後

３月12日（木） 午前 同　上午後
３月13日（金）
　　16日（月）

午前 上記に申告できない方午後

役場申告会場
　　 　2 月 17 日（月）～ 3 月 16 日（月）
　　　　（土、日、祝日を除く）
　　　　午前 8 時 30 分 ～ 11 時 30 分
　　　　午後 1 時 ～ 4 時 30 分
　　 　１階会議室

※医療費の集計や農業所得の収支内訳書など
は事前に計算してからおいでください。
※税務署から「確定申告のお知らせ」が送付
されている方は、必ずご持参ください。

税務署申告会場
次の方は、税務署申告会場（新発田市カルチャー
センター）での申告をお願いします。
・住宅ローン控除（初年度）を受ける方
・譲渡所得や先物取引にかかる雑所得のある方
・消費税申告で簡易課税制度を選択していない方

　　 　2 月 17 日（月）～ 3 月 16 日（月）
　　　　（土、日、祝日を除く）
　　　　午前 9 時～午後 4 時
　　 　新発田市カルチャーセンター
　　　　新発田市本町 4-16-83
　　　　（新発田中央公園内）

※相談内容が複雑な場合は、午後３時頃まで
にお越しください。相談が午後５時を過ぎ
る場合には、再度お越しいただく場合があ
ります。

※申告会場は大変混雑するため、長時間お待
ちいただく場合や受け付けを早めに締め切
る場合があります。

※この期間、新発田税務署庁舎では申告相談
は行っていません。

※作成済の確定申告書は、e-Tax による送信
（電子申告）、郵便や信書便による送付、ま
たは新発田税務署の時間外収受箱への投函
により提出できます。

会場へお越しになる前に…お忘れ物はございませんか？　　（代表的なものを記載しています。）

□ 給与・公的年金の源泉徴収票
□ 収支内訳書または決算書（自営業の方。記入済みのもの。）
□ 医療費控除の明細書【内訳書】（集計済みのもの）
□ 国民健康保険税、国民年金の支払証明書
□ 生命保険料・地震保険料の支払証明書

□ 寄附金・ふるさと納税の受領証
□ 通帳などの口座情報（還付を受ける場合）
□ マイナンバーが確認できるもの
□ 印鑑（認め印）
□ 「確定申告のお知らせ」（税務署から届いた方のみ）
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令和２年度国勢調査　統計調査員募集中！
■ 令和２年国勢調査について

　国勢調査は、日本国内に住むすべての人と世帯を対象とする、国の
最も重要な統計調査で５年ごとに実施され、令和２年で実施１００年
目の節目を迎えます。国勢調査の結果は福祉政策や生活環境整備、災
害対策など、日本の未来をつくるために欠かせない様々な施策の基礎
資料などに利用されます。
　町では町内に住むすべての人と世帯（約１万４０００人、約４８０
０世帯）を対象に調査を予定しています。

■ 主な仕事の内容・スケジュール
期間　令和２年８月中旬～ 10月下旬
一人が担当する世帯の目安：約 70件程度
①調査員説明会に参加、②担当の調査区・調査対象を確認、③世帯への訪問・書類の作成、④書類の提出

■ 担当地域
町では、町内を約１００区画の地域（調査区）に分けて、国勢調査を行います。
調査区の世帯数は、１調査区当たりおよそ 40 ～ 70 件です。
お一人が担当していただく調査区数は、１調査区または複数調査区（概ね２調査区）です。
※　可能であれば、複数調査区を担当していただきたいので、複数調査区の従事が可能か否かを申込書の「複
数調査区の従事」欄にてご回答ください。

■ 報　　酬
報酬は、平均４万５０００円（見込）です。

（報酬額は受け持ちの調査区数、世帯数により増減します。報酬は任命期間終了後にお支払いします。）

■ 募集人数
約 60 名（大規模な調査のため、皆さんのご協力が必要です！）

■ 主な要件
・満 20 歳以上の方
・責任を持って調査業務を行うことができる方
このほかにも要件があります。詳しくはお問い合わせください。

■ 応募方法
応募用紙を、郵送・持参または電子メールにより総務課まで提出してください。
・応募用紙は総務課窓口に設置してあるほか町ホームページからダウンロードもできます。
・応募用紙の必要事項をお手持ちの紙に記載し、ご提出いただいても結構です。

お申し込み・お問い合わせ　　役場総務課　広報広聴係（内線２２４）
　　　　　　　　　　　　　　電子メール soumu@town.seiro.niigata.jp
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遠い国のこどもたちにも幸せを届けるバレンタインチョコ！？

高齢者向け特別電話相談
２月13日（木）～14日（金）午前９時～午後４時　☎２７－１９５８

スト
ップ
！

　ザ
・悪
徳商
法

消費生活移動相談室のご案内

消 費 生 活消 費 生 活

役場町民課
消費生活センター

☎︎２７−１９５８（直通）
※来所の際は事前にお電
　話頂けると確実です

2月

12月相談受付状況
件数 主な相談内容
10件 架空請求ハガキ・光回線サ

ポート契約・雇用保険の追
加給付に関する通知書

112

（弁護士による、消費者トラブルの無料相談）
開催日：２月 29 日（土）
　　　　午前９時～正午まで
会　場：聖籠町町民会館　第１会議室
申込先：聖籠町消費生活センター
　　　　☎２７－１９５８（先着順・事前予約制）

買い物や契約、お金に関するトラブルで困っていませんか？
消費者問題に詳しい弁護士のアドバイスを無料で受けられます。

秘密は厳守します。安心してご相談ください。
契約書や借用証、領収証など、関係書類があればご持参ください。

例）訪問販売・電話勧誘販売・通信販売
　　光回線・不当請求・ローン返済
　　投資・金融取引のトラブル
　　購入・解約に関するトラブル

　先月号でＳＤＧｓ（未来のための、世界みんなの
目標）のロゴを紹介しました。
　今回は、バレンタインのチョコレート選びで目標
に貢献できることを紹介します。
　チョコレートの原料であるカカオ豆は「カカオベ
ルト」と呼ばれる赤道の上下２０度の地域で栽培さ
れ、児童労働が深刻な問題になっています。カカオ
豆の価格が安く農家の多くは十分な収入が得られ
ないため、子どもたちは学校へ行かず農家の手伝い
をしているのです。そして学校に行けなかった子ど
もたちは、大人になっても読み書きが出来ず、農家
を引き継いでも仲買人や商社の言いなりになって
売らざるを得ません。

　こうした貧困の連鎖から農家を自立させる取引
がフェアトレード『公正な貿易』です。この取引で
は、生産者は適正価格での取引が約束され、児童労
働は禁じられます。また、取引量に応じた奨励金が
生産者組合に支払われ、教育や医療など社会基盤の
充実を図ることができます。技術支援も行なわれ、
品質の良いものを作ることができると、さらなる収
入向上や自立に繋がります。
　この幸福の連鎖を最後に繋ぐのは、そんなチョコ
レートを購入して食べる私たち消費者です。
　今年のバレンタインは、フェアトレードチョコ
レートを選んでみませんか？大手スーパー、通信販
売、生協、輸入雑貨店などで取り扱っています。

【フェアトレードチョコレートを購入することで貢献できる主な目標】
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町の交通事故発生状況
区分

年

11月
（うち高齢者数）

1月〜 11月累計
（うち高齢者数）

発生件数 死者数 傷者 発生件数 死者数 傷者

令和元年 4
（0） 0 4

（0）
27
（7）

2
（2）

28
（3）

平成30年 3
（0） 0 3

（0）
30
（12）

0
（0）

38
（6）

増　減 1
（0） 0 1

（0）
-3
（-5）

2
（2）

-10
（-3）

　 12 月 13 日（金）、山倉小学校児童
の下校時に、新発田警察署・聖籠交番・
新発田交通安全協会・交通安全協会聖
籠支部長・町交通安全母の会会長の協
力のもと、交通事故防止を呼びかける
街頭指導を実施しました。
　また、同日、町内の酒類販売店、飲
食店を訪問し、飲酒運転撲滅のための
啓発を行いました。

※冬は降雪によって道路状況が悪化します。
スピードを落とし、車間距離をとって子
どもたちと歩行者を交通事故から守りま
しょう。

　 12 月 4 日（水）から 6 日（金）の 3 日間、聖海
荘において、高齢者研修会を開催し、各学区から約
270 名のみなさまにご参加いただきました。
　研修会では、新発田地区交通安全協会と新発田警
察署から交通安全の講話や、町交通安全指導員に
よる寸劇で安全運転の重要性を「天地人」にかけ

「“天”気の良い時を選んで運転しましょう」「土“地”
勘のある場所を運転しましょう」「“人”を隣りに乗
せて運転を見てもらいましょう」と呼びかけました。
ゲームでは参加者が交通安全に関係した同じ絵を探
し当てる“人間神経衰弱ゲーム”も行い、暗い時は、
反射材を忘れずに身に着けることなどを楽しみなが
ら学んでいただきました。
　また、昼食会では、町交通安全母の会の方々から
美味しい“肉汁”をふるまっていただきました。

交通安全に関することは
役場生活環境課

☎27−2111（内線２８４）

交 通
安 全
vol.213

今日も一日交通安全

2月12日（水）亀代こども園（午前9時30分～10時30分）
2月19日（水）蓮潟こども園（午前9時30分～10時30分）
2月20日（木）蓮野こども園（午前9時30分～10時30分）

２月の交通安全教室のお知らせ
（防犯劇・交通安全劇）

　今年もこども園に聖籠

町のヒーロー交通レンジ

ャーが登場します。楽し

みにしていてね。

　イカのおすしの防犯劇

もありま～す。

　ぜひ、おうちの方も見

にきて下さい。

冬の交通安全運動
飲酒運転撲滅の啓発活動

西脇町長参加の街頭指導

酒類販売店・飲食店訪問

神経衰弱ゲーム

浦島の会 ( 蓮潟 ) さんが交通安全替え歌を合唱

参加者の皆さんが歩いていて交通

事故にあわないように靴に反射シ

ールを貼っていま～す。　（母の会）

“笑って楽しんで”高齢者研修会

○聖籠支部よりお願い
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い
て
の
、
ご
意
見
・
ご
質
問
な
ど
が
あ
り
ま
し
た
ら
、

担
当
課
ま
た
は
総
務
課
広
報
担
当
ま
で
電
話
か
町
政
ポ
ス
ト
の
ハ
ガ
キ

で
お
寄
せ
く
だ
さ
い
。

総

務

課

12
月
16
日
（
月
）

■
町
監
査
委
員
に

　
田
中
智と

も
ゆ
き之
氏
（
二
本
松
）
を
選
任

　

町
議
会
12
月
定
例
会
に
お
い
て
、

田
中
智
之
氏
を
町
監
査
委
員
に
選
任

す
る
こ
と
が
同
意
さ
れ
ま
し
た
。

　

田
中
氏
は
現
在
、
町
議
会
議
員
と

し
て
３
期
目
で
あ
り
、
そ
の
経
験
を

生
か
し
て
、
町
の
事
務
事
業
の
監
査

を
行
っ
て
い
た
だ
き
ま
す
。

　

任
期
は
令
和
元
年
12
月
16
日
か
ら

令
和
５
年
８
月
31
日
ま
で
で
す
。

12
月
18
日
（
水
）

■
特
別
職
報
酬
等
審
議
会
開
催

特
別
職
の
給
料
な
ど
の

�

据
え
置
き
を
答
申

　

聖
籠
町
特
別
職
報
酬
等
審
議
会

（
栗
原
修
司
会
長
）が
12
月
18
日（
水
）

に
開
催
さ
れ
ま
し
た
。

　

令
和
２
年
度
の
町
長
な
ど
特
別
職

の
給
料
と
議
員
報
酬
に
つ
い
て
町
長

か
ら
諮
問
を
受
け
、
慎
重
に
審
議
し

た
結
果
、
町
長
、
副
町
長
、
教
育
長
、

議
長
、
副
議
長
な
ら
び
に
議
員
の
報

酬
等
を
据
え
置
く
こ
と
が
適
当
と
の

答
申
を
町
長
に
行
い
ま
し
た
。

■
町
固
定
資
産
評
価
審
査
委
員
会

委
員
に
小
林
勝か

つ

治じ

氏
が
再
任

　

町
議
会
12
月
定
例
会
で
、
12
月
31

日
を
も
っ
て
任
期
満
了
と
な
っ
た
町

固
定
資
産
評
価
審
査
委
員
の
小
林
勝

治
さ
ん
の
再
任
が
同
意
さ
れ
ま
し
た
。

　

任
期
は
令
和
２
年
１
月
１
日
か
ら

令
和
４
年
12
月
31
日
ま
で
の
３
か
年

で
す
。税

務
財
政
課

12
月
19
日
（
木
）

■
善
意
の
ご
寄
附

あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た

　

有
限
会
社
ヒ
グ
チ
不
動
産
様
よ
り

１
０
０
万
円
の
ご
寄
附
を
い
た
だ
き

ま
し
た
。
寄
附
金
は
有
効
に
使
わ
せ

て
い
た
だ
き
ま
す
。
あ
り
が
と
う
ご

ざ
い
ま
し
た
。

生
活
環
境
課

１
月
５
日
（
日
）

■
町
消
防
出
初
式
を
実
施

　

町
民
会
館
を
会
場
に
聖
籠
町
消
防

出
初
式
が
行
わ
れ
ま
し
た
。
各
地
域

の
消
防
団
が
火
災
予
防
を
呼
び
か
け

な
が
ら
町
内
を
巡
回
し
、
そ
の
後
、

町
消
防
団
、
消
防
関
係
機
関
か
ら
約

70
名
、
32
台
の
参
加
に
よ
る
車
両
パ

レ
ー
ド
、
続
い
て
安
全
祈
願
、
実
践

放
水
訓
練
な
ど
が
行
わ
れ
ま
し
た
。

　

ま
た
、
令
和
元
年
は
無
火
災
の
年

で
あ
り
ま
し
た
。

　

引
き
続
き
地
域
、
家
庭
、
そ
し
て

一
人
ひ
と
り
が
火
の
取
り
扱
い
に
注

意
し
、
火
事
を
出
さ
な
い
よ
う
火
の

用
心
願
い
ま
す
。

子
ど
も
教
育
課

12
月
25
日
（
水
）

■
第
12
回
聖
籠
町
教
育
委
員
会

定
例
会
開
催

・
教
育
に
関
す
る
事
務
の
管
理
及
び

執
行
の
状
況
の
点
検
及
び
評
価
に

つ
い
て

　

以
上
１
項
目
に
つ
い
て
審
議
さ
れ

ま
し
た
。

農
業
委
員
会

12
月
25
日
（
水
）

■
農
業
委
員
会
第
24
期

�

第
10
回
総
会
開
催

・
農
地
法
第
３
条
の
規
定
に
よ
る
許

可
申
請
に
つ
い
て
・
・
・
・
２
件

・
農
地
法
第
５
条
の
規
定
に
よ
る
許

可
申
請
に
つ
い
て
・
・
・
・
１
件

・
農
用
地
利
用
集
積
計
画
に
よ
る

（
所
有
権
移
転
）
申
出
審
査
に
つ

い
て
・
・
・
・
・
・
・
・
・
１
件

・
農
用
地
利
用
集
積
計
画
に
よ
る

（
利
用
権
設
定
）
申
出
審
査
に
つ

い
て
・
・
・
・
・
・
・
・
・
27
件

・
農
用
地
利
用
集
積
計
画
に
よ
る

（
利
用
権
設
定
・
農
地
中
間
管
理
権
）

申
出
審
査
に
つ
い
て
・
・
・
２
件

　

以
上
５
項
目
が
審
議
さ
れ
、議
決
・

承
認
さ
れ
ま
し
た
。

　

な
お
、
総
会
の
議
事
録
は
農
業
委

員
会
事
務
局
で
閲
覧
で
き
ま
す
。

　

町
で
は
、
毎
月
第
２
土
曜
日

に
、
戸
籍
・
住
民
票
や
所
得
関

係
証
明
の
交
付
な
ど
の
窓
口
業

務
を
行
っ
て
い
ま
す
。
ぜ
ひ
ご

利
用
く
だ
さ
い
。

２
月
８
日
（
土
）

　
午
前
９
時
～
正
午
ま
で

　

な
お
、
受
け
付
け
で
き
る
業

務
に
は
限
り
が
あ
り
ま
す
の
で
、

詳
し
く
は
担
当
窓
口
ま
で
お
問

い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

役
場
町
民
課（
内
線
１
１
１
）

役
場
税
務
財
政
課

�

（
内
線
１
４
５
）

２
月
の
休
日
役
場
窓
口
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2 月 の 行 事

INFORMATION
聖籠町役場　　☎27－2111
町 民 会 館　　☎27－2121
図   書   館　　☎27－6166
保健福祉課（町保健福祉センター内）
　　　　　　　☎27－6511
上下水道課（上水道管理棟）
　　　　　　　☎27－5141
診   療   所　　☎27－1234

お問い合わせ先

I N F O R M A T I O N

I N F O R M A T I O N

《相談事業》
ところ　役場2階　第1会議室
◆行政相談
　12日（水）午前10時～11時30分

　 役場総務課（内線228）

《保健福祉事業》
ところ　町保健福祉センター
◆乳幼児健康診査
○１歳２か月児歯科健診

　３日（月）午後１時15分～

○３歳６か月児歯科健診

　17日（月）午後１時30分～

○１歳６か月児健診

　27日（木）午後１時～

○乳児健診

　28日（金）午後１時～

◆学級
○マタニティ教室

　17日（月）午後１時～

　 保健福祉課
　　（町保健福祉センター内）
　　☎27‐6511

町
長
の
動
向
（
主
な
も
の
を
抜
粋
）

2
月

7
日	

農
家
組
合
長
会
議

10
日	

豊
栄
郷
清
掃
施
設
処
理
組
合
議
会

14
日	

町
村
会
役
員
会
・
定
期
総
会

19
日	

新
潟
県
国
民
健
康
保
険
団
体
連

合
会
第
１
４
７
回
通
常
総
会

27
日	

聖
籠
町
交
通
安
全
対
策
会
議

	

新
潟
東
港
地
域
水
道
用
水
供
給

企
業
団
議
会

「聖籠町ふれあい農園」
令和２年度利用者を募集します

２月10 日（月）に
児童手当を振り込みます

　町では、野菜や花などを栽培し
ながら、自然にふれあい、つくり
育てる喜びを実感し、農業への理
解を深めてもらうため、「聖籠町
ふれあい農園」の貸し出しを行っ
ています。希望される方はお申し
込みください。

【貸出場所】聖籠町大字大夫１９９５番地１
【貸出区画】一般用 30 ㎡用地 ×65 区画、36 ㎡用地 ×20 区画、48

㎡用地 × ８区画／車椅子用プランター３㎡用地 × ４
区画、４㎡用地 × １区画

【貸出期間】１年間（令和２年４月１日（水）から令和３年３月 31
日（水）まで）

【貸 出 料】１㎡あたり１５０円（年度途中の貸し出しも同料金で
す）詳しくはお問い合わせください。

役場産業観光課　地域振興係　（内線１２３）

　児童手当の２月支払い分（令和元年 10 月～令和２年１月分）は、
２月 10日（月）に受給者指定の金融機関口座に振り込みます。個
人への支払通知は、この紙面をもって代えさせていただきます。

子ども教育課　子ども・子育て支援係（内線３０７）
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（注1）町役場へ届出を提出された方で届出の際にご承諾
の押印をいただいた方のみ掲載しております。

（注2）略した文字で掲載しております。戸籍の氏名と異
なることがあります。ご了承ください。

げんきなよい子
出 生

ごめいふくをお祈りします
死 亡

 赤ちゃん 保護者 行政区

絢
けん

湊
ぞう

	ちゃん	 （山崎　政弥）	 八　幡

　彩
いろは

	ちゃん	 （飛田野勝仁）	 苔　沼

七
なな

柊
せ

	ちゃん	 （武田　舞希）	 東　山

　琴
こと

	ちゃん	 （高沢　駿太）	 桃　山

美
み

結
ゆ

	ちゃん	 （渡辺憲太郎）	 次第浜

 氏　名 年齢 行政区

羽田野　シ　ケ	さん	（99 歳）	 上大谷内

泉　　　ミ　ヨ	さん	（91 歳）	 二本松

赤　木　ト　ミ	さん	（91 歳）	 桃　山

土　田　ヨシヱ	さん	（95 歳）	 山大夫

伊　藤　永
えい

　壽
じゅ

	さん	（89 歳）	 二本松

渡　辺　厚
あつ

　子
こ

	さん	（86 歳）	 大夫興野

阿　部　セ　ツ	さん	（90 歳）	 蓮　潟

石　田　ミ　ツ	さん	（89 歳）	 亀　塚

高　松　　　操
みさお

	さん	（93 歳）	 亀　塚

蒲　沢　アイ子
こ

	さん	（89 歳）	 網代浜

12月の届出

入 札 結 果 　　入札日　令和元年12月2日

件　　名 場　所 契約額
（円） 業者名 納入完了日又は工事

（委託）期間最終日
入札
方法

1 松くい虫被害木伐倒駆除
（くん蒸）業務委託№３ 聖籠町内一円 1,980,000 曽根建㈱ 令和2年2月14日 指名競争

入札

2 松くい虫被害木伐倒駆除
（くん蒸）業務委託№４ 聖籠町内一円 1,760,000 ㈱新潟グリーンテック聖籠営業所 令和2年2月14日

指名競争
入札

行政区長名（敬称略）と
各行政区の人口および世帯数 ※2

（単位：人、世帯）
行政区名 区長氏名 人口※3 世帯数

四 ツ 屋 近藤　藤栄 57 15
道 賀 新 田 二宮　修一 134 34
上 大 谷 内 長谷川泰夫 22 6
真 野 中村　　修 272 85
丸 潟 曽根　裕一 89 31
桃 山 桜井　義夫 149 58
山 倉 渡辺　博行 274 80
苔 沼 佐久間　孝 407 124
中 の 橋 中山　明美 21 10
本 諏 訪 山 市川　勝榮 147 47
山 諏 訪 山 渡辺　修一 401 122
本 大 夫 大浦　敏夫 111 34
山 大 夫 長井　信一 626 197
聖 中 ヶ 丘 天城　幹夫 195 59
本 三 賀 斉藤　幸夫 44 11
山 三 賀 新保　昇英 201 51
二 本 松 小林　憲治 719 227
外 畑 吉田　健一 100 36
蓮 野 圓山　昌晴 436 128
杉 谷 内 加藤　健二 253 81
正 庵 高松　　繁 184 55
藤 寄 肥田野繁晴 789 244
大 夫 興 野 安㞍　　学 228 72
甚 兵 衛 橋 小池　恵一 121 78
蓮 潟 神田　　勉 907 311
蓮 潟 新 田 大沢　寿男 101 28
網 代 浜 神田　礼輔 1574 735
次 第 浜 平野　政要 1778 586
尾 沢 ヶ 丘 島貫　義雄 103 64
亀 塚 島村　文男 1476 464
稲 の 平 稲垣　武道 41 17
別 條 鈴木　信正 403 123
八 幡 斉藤　健一 111 30
東 山 志摩　昭二 192 66
旭 ヶ 丘 坂上　利夫 395 136
ひ ばりが 丘 長谷川玉子 564 195
汐 美 台 佐藤　知哉 398 187

※１　区長さんの任期は集落により異なります。
※２　人口および世帯数は、令和２年１月１日現在

住民基本台帳に登録されている数字。
※３　外国人を除く。
役場総務課　広報広聴係（内線２２７）

　

令
和
２
年
の
区
長
さ
ん
が
決
ま
り
ま
し
た
。
区
長
さ

ん
に
は
、
区
長
会
議
へ
の
出
席
、
町
か
ら
の
文
書
の
配

布
や
募
金
の
取
り
ま
と
め
、
除
雪
の
要
望
や
苦
情
の
連

絡
、
ご
み
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
の
管
理
な
ど
、
行
政
と
町
民

の
皆
さ
ん
の
パ
イ
プ
役
を
務
め
て
い
た
だ
き
ま
す
。

　

１
年
間
よ
ろ
し
く
お
願
い
し
ま
す
※
１

。

区
長
さ
ん  

よ
ろ
し
く
お
願
い
し
ま
す

区
長
さ
ん  

よ
ろ
し
く
お
願
い
し
ま
す



広報聖籠 R2.2　16

育英資金貸与制度のご案内
　町では、将来を担う人材育成を目的として、大学から専修学校までの幅広い学生を対象に予算の範囲内で育英
資金の貸与制度を設けています。ご希望の方は申込期間内にお申し込みください。
※平成 31 年度以前に大学などに入学した方もお申し込みいただけます。
　家計基準により算出される「認定所得金額」が、「所得基準額」以下となる方が貸与の対象となります。この基
準のほか、「貸与を受けることができる方」の条件を満たす方を対象に、予算の範囲内で貸与します。

■４人世帯の場合の計算例
本人 国立大学、自宅通学、授業料年額 50万円
父 給与所得者、収入金額 600万円
母 給与所得者、収入金額 400万円
弟 公立高校、自宅通学

○所得基準額（４人）＝ 355万円
○所得金額
・父の所得金額　600万円×0.7－223万円＝197万円
・母の所得金額　400万円×0.8－263万円＝57万円
・所得金額合計　197万円＋57万円＝254万円

○特別控除額
・就学者分控除（弟：公立高校、自宅通学）　28万円
・本人分控除（国立大学、自宅通学、授業料年額 50万円）

28万円＋50万円＝78万円
・特別控除額合計　28万円＋78万円＝106万円
○認定所得金額

所得金額（254万円）－特別控除額（106万円）
＝認定所得金額（148万円）

以上により、認定所得金額（148万円）が所得基準額（355
万円）以下となるので、貸与の対象となります。

■貸与の額�
①貸与月額　自宅からの通学…４万円以内、自宅外からの通学…６万円以内
②一時金（入学年度に限る）　大学…50 万円以内、短期大学・高等専門学校・専修学校…30 万円以内

■返還方法�
貸与期間終了後１年間の猶予期間を置き、最長 10 年以内に返還していただきます。
※利子は付きません。

■貸与を受けることができる方（次の事項すべてに当てはまる方）�
①聖籠町に２年以上住所のある方の子弟、②大学・短期大学、高等専門学校、専修学校の専門課程の入学生ま
たは在学生、③学校長などの推薦を受けられる方、④経済的理由により修学が困難な方（父および母または後
見人の収入・所得が、上記の家計基準以下である方）、⑤聖籠町育英資金の貸与を一度も受けていない方、⑥（独）
日本学生支援機構・地方公共団体などのほかの奨学金を受けていない方または、受ける予定のない方

■申込手続�
１　申込期間　２月 10 日（月）から３月 13 日（金）まで
２　申 込 先　子ども教育課（役場３階）
３　提出書類　①育英生願書、②推薦調書（学校長等の推薦が必要です）、③世帯全員分の住民票謄本、

④父および母または後見人の収入などに関する書類
給与所得者　令和元年分の源泉徴収票の写し
事業者　　　令和元年分の確定申告書の写し
年金受給者　年金の源泉徴収票、支払通知書などの写し
※兼業農家等で給与収入と事業収入がある場合は、源泉徴収票および確定申告書の写しを提出してください。

※上記のほか、家計状況により別途添付書類をご提出いただく場合があります。
※①育英生願書、②推薦調書の様式は子ども教育課または町ホームページで取得できます。
※願書の提出にあたり、連帯保証人が２人必要です。うち１人は父または母、もう１人は別世帯の成人の方となります。
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お申し込み・お問い合わせ　　子ども教育課　学校支援係（内線３０５）

育 英 資 金 家 計 基 準
１　所得基準額
　所得基準額は、次の「所得基準額表」の世帯人員（申込者本人を含む同一生計を営む者の人数）に対応す
る額です。
世帯人員 ２人 ３人 ４人 ５人 ６人 ７人 ８人

所得基準額 ２８２万円 ３２８万円 ３５５万円 ３８２万円 ４０２万円 ４２２万円 ４４２万円
※９人以降は１人につき 20 万円を加算

２　認定所得金額
　認定所得金額は、下記３の所得金額（父母などの所得金額の合計）から下記４の特別控除額を控除した金
額です。

３　所得金額
　所得金額は、父母などの所得の種類
により、右記の①および②により算定
した額を合計した額です。（父母それ
ぞれ算定し、１万円未満は切り捨て
る。）

４　特別控除額　特別控除額は、次の特別控除額表の事由に対応する控除額を合計した額です。
事　　　由 特別控除額

就学者分控除
（本人を除く就学者
１人につき）

小学校 ８万円
中学校 16 万円

自宅通学 自宅外通学

高等学校
国公立 28 万円 47 万円
私　立 41 万円 60 万円

高等専門学校
国公立 36 万円 55 万円
私　立 60 万円 80 万円

大学
国公立 59 万円 102 万円
私　立 101 万円 144 万円

専修学校高等課程
国公立 17 万円 27 万円
私　立 37 万円 46 万円

専修学校専門課程
国公立 22 万円 62 万円
私　立 72 万円 112 万円

本人分控除

高等専門学校
国公立 28 万円 47 万円
私　立 41 万円 60 万円

大学
国公立 28 万円＋授業料 72 万円＋授業料
私　立 44 万円＋授業料 87 万円＋授業料

専修学校専門課程
国公立 20 万円＋授業料 60 万円＋授業料
私　立 37 万円＋授業料 76 万円＋授業料

母子・父子世帯 49 万円
障がい者 １人につき 86 万円
長期療養者 療養のため経常的に特別に支出した年間金額

家計支持者の別居 別居のため特別に支出する家賃・光熱水費な
どの年間金額（71 万円を上限とします）

火災・風水害などによる被害 収入減または支出増となった年間金額
※長期療養者、家計支持者の別居、火災・風水害などによる被害に係る特別控除額については、それぞれ１万円未満を切り上げます。
※本人分控除欄の「授業料」とは、貸与開始時において在学している学校の授業料年額（入学金、施設整備費、実習費などを除く。）です。

①給与所得の場合【所得金額＝以下の表により算定される額】
収入金額 所得金額

330 万円未満 0 円
330 万円以上　401 万円未満 収入金額×0.8　－　263 万円
401 万円以上　879 万円未満 収入金額×0.7　－　223 万円
879 万円以上 収入金額　－　486 万円

②給与所得以外の所得の場合【所得金額＝収入金額−必要経費】
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皆さんからの意見を募集します

（１）聖籠町手数料、使用料の見直し方針（案） （２）聖籠町における新たな公共交通のあり方に
関する基本方針（案）

閲
覧
場
所
、
提
出
方
法
な
ど

閲 覧 場 所

各方針（案）を町のホームページで公開しています。
◆紙に印刷したものは次の８か所で閲覧できます。

①役場１階供覧場所　②町保健福祉センター　③町民会館　④町立図書館
⑤３多目的屋内運動場　⑥結いハート聖籠　
※貸出を希望される方は、（１）については役場税務財政課および町民会館（社会教育課）、（２）

については役場生活環境課に用意していますのでお越しください。閲覧場所の印刷物は持ち出
しできません。また、コピーはいたしかねますので、あらかじめご了承ください。

応 募 資 格 町内に居住している方もしくは町内に通勤・通学している方

意見提出用紙

◆閲覧場所に備え付け　◆町のホームページからダウンロード　◆広報にはさみこんである「町政ポ
ストはがき（切手不要）」もご利用ください。その際は、次の事項を記載してください。
＜記載事項＞　①タイトルを「○○への意見」などとしてください。　②お名前・ご住所・ご連絡先
の電話番号またはメールアドレス　③ご意見（何ページのどの部分についてのご意見かがわかるよう
にお願いします）【記入例】３ページ ○○について

提 出 方 法
◆郵送・ファクス・電子メール、閲覧場所の回収箱または（１）については役場税務財政課および町
民会館（社会教育課）、（２）については役場生活環境課へ持参のいずれかの方法で提出してください。
※電話によるご意見などの受け付けは行いませんのでご了承ください。

ご 意 見 の
活 用 方 法

　ご意見の内容を検討しながら、方針の策定に活かしていきます。結果の公表はホームページや町
立図書館のほか、（１）については役場税務財政課および町民会館（社会教育課）、（２）については
役場生活環境課で行います。個別の回答はいたしかねますので、あらかじめご了承ください。
　ご意見については、お名前・ご住所・ご連絡先の電話番号やメールアドレスを除き、全て公開され
る可能性があることを、あらかじめご承知おきください。ただし、ご意見の中に特定の個人を識別し
うる記述がある場合や、個人の財産権などを害するおそれがあると判断される場合には、公表の際
に当該箇所を伏せさせていただきます。

個人情報の利用
目 的 ・ 範 囲

　意見提出用紙に記載された個人情報については、今回の意見提出手続きの目的にのみ利用し、そ
の取り扱いには十分に留意して他の目的には使用しません。

　町では、現在、次の方針の策定について、検討を進めています。方針策定にあたり、町民の皆さんとの協働で行うため、
ご意見を募集します。皆さんの積極的なご意見をお待ちしています。

◆提出期限　　令和２年２月 27 日（木）必着

◆意見の提出先
　役場税務財政課　財政係
　〒957- 0192　聖籠町大字諏訪山 1635 番地 4
　ＦＡＸ　２７－２１１９
　メールアドレス　zeizai@town . seiro . niigata . jp
役場税務財政課　財政係（内線１４１）

◆意見の提出先
　役場生活環境課　環境推進係
　〒957- 0192　聖籠町大字諏訪山 1635 番地 4
　ＦＡＸ　２７－２１１９
　メールアドレス　seikan@town . seiro . niigata . jp
役場生活環境課　環境推進係（内線２８１）

　上記方針は、公共施設利用団体の代表者、学識者、様々
な立場の町民の方で構成された調査審議委員会からの答申
を受け、利用する人と利用しない人の負担の公平性と受益
者負担の適正化を図るために策定するものです。
　この方針は、公共施設などの利用料金や減免のあり方に
ついて見直しを行い、今後における施設の適切な維持管理
費用や増大する教育、福祉などの社会保障費などの財源を
確保し、当該費用が町の財政に与える影響を緩和させるこ
とを目的としています。

　平成 15 年４月から運行している聖籠町循環バスですが、
利用者の減少や町の財政支出の増加に伴い、事業の見直し
が求められているところです。
　そこで町では、利用者や関係団体、学識経験者などから
構成される検討委員会を設置し、新たな公共交通の基本的
な方向性についてご検討いただきました。
　検討結果を受け、多くの皆さんからご利用いただけるよ
う、費用対効果を考慮しつつも、利用者の特性に応じた、
持続可能なまちづくりとしての町の公共交通の基本方針

（案）を策定しました。
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　森林法の規定に基づき、聖籠町森林整備計画（案）に関する意見を
募集します。同法の規定では、５年ごとに新たに 10 か年の市町村森
林整備計画を立てることとされています。

市町村森林整備計画とは？
　県知事が立てる地域森林計画を踏まえ、市町村が地域の実情に合わ
せて、造林・伐採・保育などの総合的な森林整備などを計画的に進め
るために定める計画です。

公表方法
　町ホームページおよび役場産業観光課

意見提出先
　聖籠町役場　産業観光課　地域振興係　
　意見提出様式は、町ホームページおよび役場産業観光課にあります。

意見募集期間
　２月３日（月）から２月 28 日（金）まで

役場産業観光課　地域振興係　（内線１２３）

　町では事業活動を通した資源の消費、温室効果ガスや廃棄物排出等
の環境に対して与える負荷を低減し、地域の先導的な役割を担うため、
平成 16 年１月に環境マネジメントシステムの国際規格であるＩＳＯ
１４００１の認証を取得し 16 年間運用してきました。
　その結果、光熱水費の使用量削減や役場庁舎内における３R の徹底、
役場の事業活動における環境に及ぼす影響を予防、低減する取り組み
を計画的に行うなどの成果を得ることができました。
　また、環境マネジメントシステムについて町役場組織内部に浸透し
定着させることができたことから、令和２年１月 26 日をもって外部
認証機関によるＩＳＯ認証を返上し、今後はこれまでに培ったノウハ
ウを生かしてＩＳＯ１４００１規格に基づいた環境マネジメントシス
テムを活用した環境行政を行うこととなりました。
　認証を返上することにより、町として認証ロゴマークの使用ができ
なくなりますが、認証に係る費用を削減することができます。
　認証返上後も、今までと変わらず環境マネジメントシステムのＰＤ
ＣＡサイクルによる継続的な改善を行い、より環境にやさしい町づく
りに努めていきます。

役場生活環境課　環境推進係　（内線２８１）

聖籠町森林整備計画への意見を募集します

ISO14001 認証を返上しました
～環境マネジメントシステムの取り組み～

男女共同参画通信
vol.16

「育てる男が、家族を変える。
社会が動く。」

　「子育てする父親はかっこいい」
そんな時代になりました。子育て
を楽しみ、自分自身も成長する男
性のことを「イクメン」と言いま
す。今回はそんな「イクメン」や「男
性の育児休業」について、取り上
げたいと思います。
　男性の育児休業取得率は、5.14%

（2017 年度）＊1 にとどまっていま
すが、育児休業の取得希望があり
ながら取得できなかった男性社員
の割合は 3 割＊2 にものぼり、育
児に意欲を持っている男性は少な
くありません。
　また、日本の男性が家事・育児
をする時間は他の先進国と比べて
最低水準となっており、そのこと
が子どもをもつことや妻の就業継
続に対して悪影響を及ぼしています。
　男性が育児休業を取得し、育児
に関わることで得られるものは

「夫婦の絆の深まり」、「子どもの
成長をそばで見守れる」、「お母さ
んの職場進出」などかけがえのな
いものです。
　まだまだ男性の育児休業は珍し
いもの扱いされてしまいがちです
が、少子高齢化社会では、女性が
職場進出するだけでなく男性が家
庭進出し、父親と母親が仕事と家
庭を共有し合い、協力し合うあり
方が求められます。これを機会に

「イクメン」や「男性の育児休業」
について考えてみてはいかかで
しょうか。
＊１厚生労働省「平成 29年度雇用均等基
本調査」

＊２三菱UFJ リサーチ＆コンサルティン
グ「平成 29年度仕事と育児の両立に
関する実態把握のための調査」

役場総務課　総合政策係
　（内線２２４）
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２月は「高齢者見守り強化月間」です
　新潟県では、一人暮らし高齢者・認知症高齢者が増加する中、毎年２月および９月を「新潟県高齢者
見守り強化月間」と定めています。聖籠町でも地域の高齢者を見守り、お互い支え合い、安心して過ご
せる地域づくりをしていきます。

“いつもと様子が違う”と感じたときは町地域包括支援センター・町保健師にご連絡
ください。

聖籠町地域包括支援センター（町保健福祉センター内）　☎ 27 - 6521
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身の回りのお年寄りにこんな「異変」はありませんか？

あいさつ
「おはよう」「こんにちは」
日頃からご近所で声を掛
け合いましょう

気くばり
元気がない？地域の高齢
者を地域でさりげなく見

守りましょう

助け合い

お互いさまの心で
地域で助けあいましょう

ひとり暮らしの高齢者…洗濯物が何日も出しっぱなし、郵便物や新聞がたまっている。
認知症…何度も同じ話をするようになった、天気や季節に合わない格好で外出している。
悪質商法…見慣れない人が出入りしている、未開封の段ボールなどが多くある。など…
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人
口
減
少
問
題
を
考
え
る

ミ
ニ
集
会
参
加
者
募
集

２
月
16
日
（
日
）

午
後
１
時
15
分
～
３
時
35
分

聖
籠
町
町
民
会
館
小
ホ
ー
ル

18
歳
以
上
の
方

講
演
会
、
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ

事
前
の
申
し
込
み
が
必
要
で
す
。

・

役
場
総
務
課

総
合
政
策
係
（
内
線
２
２
６
）

適
職
を
探
そ
う
！

一
般
職
業
適
性
検
査
を

実
施
し
ま
す

　
「
自
分
に
合
う
仕
事
っ
て
な
ん
だ

ろ
う
？
」「
自
分
の
得
意
、不
得
意
っ

て
な
ん
だ
ろ
う
？
」
職
種
選
択
に
お

悩
み
の
方
を
対
象
に
、
職
業
適
性
の

検
査
を
行
い
ま
す
。
筆
記
検
査
に
よ

り
７
種
の
能
力
の
測
定
を
行
い
ま

す
。
後
日
、
個
別
に
結
果
の
フ
ィ
ー

ド
バ
ッ
ク
も
行
っ
て
い
ま
す
。

15
～
39
歳
で
就
業
し
て
い
な
い
方

（
要
申
込
） 

定
員
10
名

２
月
20
日
（
木
）

午
後
２
時
～
４
時

聖
籠
町
立
図
書
館　

会
議
室

　

適
性
検
査
以
外
に
も
15
～
39
歳
で

就
業
し
て
い
な
い
方
を
対
象
に
、
就

職
に
つ
い
て
の
個
別
相
談
を
行
っ
て

い
ま
す
。
詳
し
く
は
お
問
い
合
わ
せ

下
さ
い
。

・

下
越
地
域
若
者
サ
ポ
ー
ト

ス
テ
ー
シ
ョ
ン

☎
０
２
５
４
︲
２
８
︲
８
７
３
５

電
話
受
付
時
間　
平
日
午
前
10
時

～
午
後
５
時
ま
で
（
第
２
金
曜
日

は
休
館
日
）

「
仕
事
と
家
庭
」

両
立
し
や
す
い
職
場
づ
く
り

　

事
業
主
は
、
労
働
者
も
し
く
は
そ

の
配
偶
者
が
妊
娠
・
出
産
し
た
こ
と

を
知
っ
た
と
き
、
ま
た
は
労
働
者
が

対
象
家
族
を
介
護
し
て
い
る
こ
と
を

知
っ
た
と
き
に
、
関
連
す
る
制
度
に

つ
い
て
個
別
に
制
度
を
周
知
す
る
た

め
の
措
置
を
講
ず
る
よ
う
努
力
し
な

け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
両
立
し
や
す

い
職
場
づ
く
り
は
、
事
業
所
に
と
っ

て
人
材
の
確
保
・
育
成
・
定
着
に
つ

な
が
る
な
ど
の
メ
リ
ッ
ト
が
あ
り
ま

す
。新

潟
労
働
局
雇
用
環
境
・
均
等
室

☎
０
２
５
︲
２
８
８
︲
３
５
１
１

新
潟
県
新
潟
労
働
相
談
所

か
ら
の
お
知
ら
せ

　

労
働
者
、
事
業
主
を
問
わ
ず
、
労

働
問
題
で
お
困
り
の
方
は
、
労
働
相

談
専
用
電
話
０
２
５
０
︲
２
３
︲
６

１
１
０
へ
お
電
話
く
だ
さ
い
。（
相
談

は
無
料
、秘
密
は
固
く
守
ら
れ
ま
す
）

　

来
所
相
談
を
ご
希
望
の
方
は
、
左

記
の
所
在
地
に
お
越
し
く
だ
さ
い
。

新
潟
地
域
振
興
局
１
階
（
企
画
振

興
部
労
政
課
内
）
新
潟
市
秋
葉
区

新
津
４
５
２
４
︲
１　

【
相
談
内
容
】

　
（
労
働
者
側
）「
賃
金
を
払
っ
て

も
ら
え
な
い
」「
退
職
を
認
め
て

も
ら
え
な
い
」
な
ど

　
（
事
業
主
側
）「
労
働
条
件
の
書

面
明
示
っ
て
？
」「
対
応
に
困
っ

て
い
る
社
員
が
い
る
」
な
ど

【
相
談
時
間
】
月
曜
日
～
金
曜
日

（
祝
日
除
く
）
午
前
８
時
30
分
～

午
後
５
時
15
分

毎
月
第
３
日
曜
日　

午
後
１
時
～

午
後
５
時
15
分（
電
話
相
談
の
み
）

　

ま
た
、
平
日
に
相
談
で
き
な
い
方

の
た
め
に
次
の
日
程
で
休
日
労
働
相

談
会
を
開
催
し
ま
す
。

２
月
16
日
（
日
）

午
後
１
時
～
４
時
30
分

【
方
法
】
面
談
ま
た
は
電
話

☎
０
２
５
０
︲
２
３
︲
６
１
１
０

新
潟
地
域
振
興
局
１
階
（
企
画
振

興
部
労
政
課
内
）

　
休
日
労
働
相
談
会
で
面
談
に
よ
る

相
談
を
ご
希
望
の
場
合
は
、
事
前
に

電
話
で
予
約
を
お
願
い
し
ま
す
。

司
法
書
士
に
よ
る
相
続

登
記
の
無
料
相
談
月
間

　

新
潟
県
司
法
書
士
会
で
は
、
毎
年

２
月
の
１
か
月
間
を
「
相
続
登
記
は

お
済
み
で
す
か
月
間
」
と
定
め
、
相

続
登
記
に
つ
い
て
県
内
各
司
法
書
士

事
務
所
に
て
一
斉
無
料
相
談
を
実
施

し
て
い
ま
す
。

　

こ
の
機
会
に
お
近
く
の
司
法
書
士

事
務
所
に
お
気
軽
に
ご
相
談
く
だ
さ

い
。
無
料
で
相
続
登
記
の
ご
相
談
に

応
じ
ま
す
。

２
月
３
日
（
月
）

～
２
月
29
日
（
土
）

　

各
事
務
所
執
務
時
間
内（
土
曜
、

休
日
相
談
希
望
の
場
合
は
事
前
に

相
談
場
所
へ
お
問
い
合
わ
せ
く
だ

さ
い
。）

県
内
各
司
法
書
士
事
務
所

新
潟
県
司
法
書
士
会

☎
０
２
５
︲
２
４
４
︲
５
１
２
１

２
月
は
国
民
健
康
保
険
税
、

後
期
高
齢
者
医
療
保
険
料

の
納
付
月
で
す
。

 　

２
月
は
、
国
民
健
康
保
険
税
第
８

期
、
後
期
高
齢
者
医
療
保
険
料
第
８

期
の
納
付
月（
納
期
限
は
３
月
２
日
）

で
す
。
納
期
限
後
に
納
付
し
た
場
合

は
、
督
促
手
数
料
や
延
滞
金
が
加
算

さ
れ
る
こ
と
に
な
り
ま
す
の
で
、
必

ず
納
期
限
ま
で
に
納
付
し
て
く
だ
さ

い
。

　

ま
た
、
納
付
に
は
確
実
で
納

め
忘
れ
の
な
い
口
座
振
替
を
ご

利
用
く
だ
さ
い
。
お
申
込
手
続

き
は
、
届
出
印
を
持
参
の
う
え
、

町
指
定
の
金
融
機
関
及
び
郵
便

局
の
窓
口
で
、
申
請
書
に
必
要

事
項
を
記
入
し
提
出
し
て
く
だ

さ
い
。

※
手
続
き
さ
れ
た
月
の
翌
月
末

の
納
期
到
来
分
か
ら
口
座
振

替
に
な
り
ま
す
。

役
場
町
民
課　

国
民
健
康
保
険
税

 

（
内
線
１
１
７
）

後
期
高
齢
医
療
保
険
料

 

（
内
線
１
１
５
）
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ト
ッ
プ
チ
ー
ム

２
０
２
０
シ
ー
ズ
ン

　
ア
ル
ビ
レ
ッ
ク
ス
新
潟
始
動
！

　

１
月
11
日
（
土
）、
ア
ル
ビ
レ
ッ

ク
ス
新
潟
の
２
０
２
０
シ
ー
ズ
ン
が

始
ま
り
ま
し
た
。
午
前
中
に
聖
籠
町

の
ク
ラ
ブ
ハ
ウ
ス
で
の
ミ
ー
テ
ィ
ン

グ
。
午
後
か
ら
は
、
今
シ
ー
ズ
ン
か

ら
指
揮
を
執
る
ア
ル
ベ
ル
ト 

プ
ッ

チ 

オ
ル
ト
ネ
ダ
監
督
を
は
じ
め
と

す
る
ス
タ
ッ
フ
陣
、
そ
し
て
新
加
入

選
手
た
ち
が
出
席
し
て
新
体
制
発
表

会
見
を
行
い
ま
し
た
。
ア
ル
ベ
ル
ト

監
督
は
、「
１
試
合
１
試
合
が
チ
ャ

ン
ピ
オ
ン
ズ
リ
ー
グ
決
勝
の
つ
も
り

で
戦
う
」
と
目
の
前
の
試
合
に
全
力

を
尽
く
す
決
意
を
語
り
ま
し
た
。

　

翌
日
12
日
（
日
）
に
は
、
ア
ル
ビ

レ
ッ
ク
ス
新
潟
後
援
会
主
催
の
激
励

会
を
開
催
。
初
の
試
み
と
し
て
、
午

前
と
午
後
の
２
部
構
成
で
行
わ
れ
た

今
年
の
激
励
会
。
約
２
３
０
０
名
の

サ
ポ
ー
タ
ー
の
皆
様
に
お
越
し
い
た

だ
き
ま
し
た
。
こ
れ
ま
で
と
趣
向
を

変
え
、
サ
ポ
ー
タ
ー
の
皆
様
と
一
緒

に
必
勝
祈
願
を
行
い
、
厳
か
な
雰
囲

気
の
中
で
開
始
し
ま
し
た
。
ク
ラ
ブ

を
代
表
し
て
、
是
永
大
輔
代
表
取

締
役
社
長
は
、「
チ
ー
ム
、
サ
ポ
ー

タ
ー
が
ひ
と
つ
の
塊
に
な
っ
て
進
み

ま
し
ょ
う
」
と
挨
拶
し
、
今
シ
ー
ズ

ン
の
飛
躍
を
全
員
で
誓
い
合
い
ま
し

た
。

　

13
日
（
月
・
祝
）
は
、
聖
籠
町
に

あ
る
ト
レ
ー
ニ
ン
グ
ピ
ッ
チ
で
今

シ
ー
ズ
ン
初
め
て
の
ト
レ
ー
ニ
ン
グ

を
実
施
。
約
１
時
間
と
い
う
短
い
時

間
で
は
あ
り
ま
し
た
が
、
最
初
か
ら

ボ
ー
ル
を
使
っ
た
ゲ
ー
ム
形
式
の
ト

レ
ー
ニ
ン
グ
が
行
わ
れ
ま
し
た
。
強

度
が
高
く
ス
ピ
ー
ド
感
あ
ふ
れ
る
ト

レ
ー
ニ
ン
グ
で
は
、
選
手
た
ち
の
テ

ン
シ
ョ
ン
も
高
く
、
お
越
し
い
た
だ

い
た
約
４
５
０
名
の
サ
ポ
ー
タ
ー
の

皆
様
も
、
期
待
感
を
持
っ
て
ご
見
学

い
た
だ
い
て
い
ま
し
た
。

　

ト
レ
ー
ニ
ン
グ
を
開
始
す
る
２
時

間
前
に
は
、
サ
ポ
ー
タ
ー
の
皆
様
に

横
断
幕
を
貼
っ
て
い
た
だ
き
、
試
合

さ
な
が
ら
の
雰
囲
気
を
つ
く
っ
て
く

だ
さ
い
ま
し
た
。
ま
た
、
ト
レ
ー
ニ

ン
グ
を
終
え
た
後
に
は
、
お
越
し
い

た
だ
い
た
サ
ポ
ー
タ
ー
の
皆
様
か
ら

「
ア
イ
シ
テ
ル
ニ
イ
ガ
タ
」
の
応
援

歌
が
歌
わ
れ
、
最
高
の
雰
囲
気
で
初

日
の
ト
レ
ー
ニ
ン
グ
を
終
え
る
こ
と

が
で
き
ま
し
た
。野
心
に
あ
ふ
れ
た
、

新
た
な
チ
ャ
レ
ン
ジ
と
な
る
シ
ー
ズ

ン
の
ス
タ
ー
ト
。
ぜ
ひ
２
０
２
０

シ
ー
ズ
ン
も
ア
ル
ビ
レ
ッ
ク
ス
新
潟

に
熱
い
ご
声
援
を
よ
ろ
し
く
お
願
い

い
た
し
ま
す
！

レ
デ
ィ
ー
ス

　
東
京
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
聖
火
リ
レ
ー

　

今
年
の
７
月
に
開
幕
す
る
東
京
オ

リ
ン
ピ
ッ
ク
に
先
立
ち
、
３
月
26
日

か
ら
聖
火
リ
レ
ー
が
始
ま
り
ま
す
。

リ
レ
ー
の
第
一
走
者
を
務
め
る
の

が
、
な
で
し
こ
ジ
ャ
パ
ン
２
０
１
１

年
女
子
ワ
ー
ル
ド
カ
ッ
プ
の
優
勝
メ

ン
バ
ー
。
東
日
本
大
震
災
が
発
生
し

た
２
０
１
１
年
に
ワ
ー
ル
ド
カ
ッ
プ

を
初
制
覇
し
、
国
民
栄
誉
賞
を
授
与

さ
れ
た
メ
ン
バ
ー
が
、
ス
タ
ー
ト
地

点
と
な
る
福
島
県
の
サ
ッ
カ
ー
施
設

「
Ｊ
ヴ
ィ
レ
ッ
ジ
」
か
ら
聖
火
を
つ

な
ぎ
ま
す
。

　

優
勝
メ
ン
バ
ー
の
一
員
と
し
て
、

ア
ル
ビ
レ
ッ
ク
ス
新
潟
レ
デ
ィ
ー
ス

か
ら
は
上
尾
野
辺
め
ぐ
み
選
手
が
参

加
予
定
。
選
出
の
連
絡
を
受
け
た
と

き
に
は
「
驚
き
ま
し
た
」
と
率
直
な

感
想
を
語
っ
て
い
た
上
尾
野
辺
選

手
。
震
災
復
興
の
シ
ン
ボ
ル
と
も
言

え
る
Ｊ
ヴ
ィ
レ
ッ
ジ
の
ピ
ッ
チ
を
、

こ
う
し
た
メ
モ
リ
ア
ル
な
イ
ベ
ン
ト

で
走
れ
る
の
は
非
常
に
名
誉
な
こ

と
。「
今
回
聖
火
リ
レ
ー
に
参
加
で

き
る
こ
と
を
光
栄
に
思
い
ま
す
。
一

歩
一
歩
踏
み
し
め
な
が
ら
走
り
た
い

で
す
」と
コ
メ
ン
ト
す
る
と
と
も
に
、

「
久
々
に
当
時
の
メ
ン
バ
ー
に
会
え

る
の
が
楽
し
み
」
と
笑
顔
を
見
せ
て

い
ま
し
た
。

　

新
潟
県
に
聖
火
が
巡
っ
て
く
る
の

は
６
月
５
、６
日
の
２
日
間
。
県
内

の
名
所
や
被
災
地
な
ど
を
巡
る
約
34

アルビレックス
新潟情報!!
アルビレックス
新潟情報!!

▲激励会にて必勝祈願を行うアルベルト監督と
田中達也選手

▲試合会場のように横断幕が貼られた中で行わ
れた初日のトレーニング

▲聖火リレーのランナーに選出された上尾野辺選手
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【
Ｎ
Ｉ
Ｉ
Ｇ
Ａ
Ｔ
Ａ
．
Ｊ
．
Ｓ
．
Ｃ
】

　

Ｊ
Ａ
Ｐ
Ａ
Ｎ
サ
ッ
カ
ー
カ
レ
ッ
ジ

に
は
北
信
越
フ
ッ
ト
ボ
ー
ル
リ
ー
グ

１
部
に
Ｊ
Ａ
Ｐ
Ａ
Ｎ
サ
ッ
カ
ー
カ

レ
ッ
ジ
、
２
部
に
Ｃ
Ｕ
Ｐ
Ｓ
聖
籠
が

所
属
し
て
い
ま
す
。
新
潟
県
社
会
人

サ
ッ
カ
ー
リ
ー
グ
１
部
に
Ｎ
Ｉ
Ｉ
Ｇ

Ａ
Ｔ
Ａ
Ｊ
Ｓ
Ｃ
と
い
う
チ
ー
ム
が
所

属
し
て
い
ま
す
。
２
０
１
９
シ
ー
ズ

ン
は
１
０
チ
ー
ム
中
２
位
と
い
う
成

績
を
収
め
ま
し
た
。

　

12
月
１
日
に
Ｊ
Ａ
Ｐ
Ａ
Ｎ
サ
ッ

カ
ー
カ
レ
ッ
ジ
グ
ラ
ウ
ン
ド
に
て

ス
ー
パ
ー
リ
ー
グ
が
開
催
さ
れ
ま
し

た
。
こ
の
大
会
は
新
潟
県
に
あ
る
５

大
学
と
Ｊ
Ａ
Ｐ
Ａ
Ｎ
サ
ッ
カ
ー
カ

レ
ッ
ジ
が
チ
ー
ム
力
・
指
導
力
の
向

上
、
審
判
の
育
成
、
運
営
力
の
向
上
、

記
録
作
成
の
ス
キ
ル
ア
ッ
プ
を
目
指

し
、
さ
ら
に
国
体
で
の
好
成
績
に
繋

が
る
事
を
目
的
と
し
て
開
催
さ
れ
て

い
ま
す
。
今
節
で
最
終
節
と
な
っ
た

一
戦
は
新
潟
大
学
と
対
戦
し
ま
し
た
。

結
果
は
新
潟
大
学
に
終
始
ボ
ー
ル
を

握
ら
れ
る
展
開
と
な
り
、
結
果
は
２

︲
０
と
完
敗
し
ま
し
た
。

　

２
０
２
０
シ
ー
ズ
ン
に
向
け
て
新

チ
ー
ム
体
制
で
の
初
陣
は
３
月
の
天

皇
杯
予
選
で
す
。
Ｊ
Ａ
Ｐ
Ａ
Ｎ
サ
ッ

カ
ー
カ
レ
ッ
ジ
の
３
チ
ー
ム
の
応
援

を
宜
し
く
お
願
い
し
ま
す
。

【
地
域
貢
献
活
動
】

　

Ｊ
Ａ
Ｐ
Ａ
Ｎ
サ
ッ
カ
ー
カ
レ
ッ
ジ

で
は
、
地
域
貢
献
活
動
と
し
て
、
地

域
の
ジ
ュ
ニ
ア
ク
ラ
ブ
チ
ー
ム
に
指

導
補
助
と
し
て
参
加
し
て
い
ま
す
。

北
信
越
フ
ッ
ト
ボ
ー
ル
リ
ー
グ
の
試

合
当
日
は
前
座
や
後
座
で
招
待
し
て

い
た
チ
ー
ム
を
主
に
訪
問
し
て
い
ま

す
。
11
月
に
開
催
し
た
親
子
ふ
れ
あ

い
サ
ッ
カ
ー
フ
ェ
ス
タ
で
も
ジ
ュ
ニ

ア
ク
ラ
ブ
チ
ー
ム
の
代
表
の
方
か
ら

直
接
依
頼
も
受
け
ま
し
た
。
基
本
的

に
指
導
の
補
助
な
の
で
、
コ
ー
チ
が

考
え
て
き
た
メ
ニ
ュ
ー
を
子
供
た
ち

と
一
緒
に
行
い
、
一
緒
に
楽
し
ん
で

い
ま
す
。
今
後
の
情
報
は
Ｓ
Ｎ
Ｓ
で

更
新
し
て
い
き
ま
す
。
ぜ
ひ
ご
覧
く

だ
さ
い
。

㎞
の
ル
ー
ト
と
な
っ
て
お
り
、
歌
手

の
小
林
幸
子
さ
ん
や
元
水
泳
選
手
の

中
村
真
衣
さ
ん
ら
53
名
が
走
者
を
務

め
ま
す
。

　

２
０
２
０
年
に
入
り
、
日
を
追

う
ご
と
に
日
本
中
で
オ
リ
ン
ピ
ッ

ク
ム
ー
ド
が
高
ま
っ
て
き
て
い
ま

す
。
新
潟
県
で
も
各
国
の
代
表
選
手

が
キ
ャ
ン
プ
を
行
う
予
定
と
な
っ
て

お
り
、
ス
ポ
ー
ツ
を
通
じ
て
さ
ら
に

地
域
全
体
が
活
気
づ
い
て
い
く
こ
と

で
し
ょ
う
。
東
京
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
に

出
場
す
る
選
手
た
ち
と
と
も
に
、
ぜ

ひ
聖
火
リ
レ
ー
に
も
ご
注
目
く
だ
さ

い
！

※　

チ
ー
ム
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
な
ど
の
都

合
に
よ
り
、
上
尾
野
辺
選
手
が
聖
火

ラ
ン
ナ
ー
と
し
て
参
加
で
き
な
く
な

る
可
能
性
も
あ
り
ま
す
。

３
月
の
試
合
予
定

〈
明
治
安
田
生
命
Ｊ
２
リ
ー
グ
〉

第
３
節　

３
月
７
日
（
土
）

vs
ジ
ェ
フ
ユ
ナ
イ
テ
ッ
ド
千
葉　

午
後
２
時
キ
ッ
ク
オ
フ

デ
ン
カ
ビ
ッ
グ
ス
ワ
ン
ス
タ
ジ
ア
ム

Ｊ
Ａ
Ｐ
Ａ
Ｎ
サ
ッ
カ
ー
カ
レ
ッ
ジ
か
ら
の

お
知
ら
せ 

▲子どもたちと会議中

▲子どもたちに実際に指導も

JAPANサッカーカレッジチーム紹介サイト 検索

試合情報や
イベント情報を
更新中！

「
は
た
ち
の
献
血
」

�

キ
ャ
ン
ペ
ー
ン
実
施
中

　

新
た
に
成
人
式
を
迎
え
る
「
は

た
ち
」
の
若
者
を
中
心
と
し
て
広

く
各
層
へ
の
献
血
思
想
の
普
及
と

献
血
者
が
減
少
し
が
ち
な
冬
季
に

お
け
る
献
血
者
の
確
保
を
図
る
た

め
、
全
国
一
斉
に
「
は
た
ち
の
献

血
」
キ
ャ
ン
ペ
ー
ン
が
実
施
さ
れ

て
い
ま
す
。

　

輸
血
を
必
要
と
し
て
い
る
方
の

約
85
％
が
50
歳
以
上
で
す
が
、
逆

に
献
血
を
し
て
い
る
方
の
約
70
％

が
50
歳
未
満
で
す
。
つ
ま
り
、
献

血
は
世
代
を
越
え
た
助
け
合
い
で

成
り
立
っ
て
い
ま
す
。

　

今
後
、
少
子
高
齢
化
に
よ
り
血

液
の
需
要
が
増
加
す
る
一
方
で
、

献
血
可
能
人
口
が
減
少
し
、
必
要

と
さ
れ
る
血
液
が
不
足
す
る
こ
と

が
予
想
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

県
内
で
は
、
献
血
バ
ス
が
各
市

町
村
を
巡
回
し
て
い
る
ほ
か
、
２

か
所
の
献
血
ル
ー
ム
で
12
月
31

日
、
１
月
１
日
を
除
き
毎
日
受
け

付
け
を
行
っ
て
い
ま
す
の
で
、
ぜ

ひ
お
立
ち
寄
り
く
だ
さ
い
。

　

皆
さ
ん
の
若
さ
と
善
意
で
、
献

血
に
ご
協
力
を
お
願
い
し
ま
す
。

【
期
間
】
１
月
１
日
～
２
月
29
日

新
潟
県
福
祉
保
健
部

医
務
薬
事
課　
薬
務
係

☎
０
２
５︲２
８
０︲５
１
８
７
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み ん な の ひ ろ ば

町の宝で〜す
12月の乳児健診から

元気に育ってね！
　この写真は保健福祉センターで行
われている乳児健診会場で主に４カ
月健診対象乳児を撮影しています。

食は味楽来
ミ　　　　ラ　　　 クル

お問い合わせ　保健福祉課（町保健福祉センター内）
　　　　　　　管理栄養士　☎２７ - ６５１１

森川 七
なな

海
み

 ちゃん

佐藤 みほ ちゃん

後藤 理
り た

汰 ちゃん

長谷川 愛
あ こ

心 ちゃん

小林 泰
たいすけ

丞 ちゃん

平野 七
なな

奏
か

 ちゃん

坂井 玲
れい

那
な

 ちゃん

渡辺 渚
なぎ

叶
と

 ちゃん

横山 壱
いっしん

心 ちゃん

前田 奈
な な

々 ちゃん

渡辺 誠
せい

也
や

 ちゃん

２月３日は節分です
　節分はもともと、立春、立夏、立秋、立冬の

前日のことで、季節を分ける節目となる日です。

現在では、特に立春の前日をさします。この時期は、病気にな

りやすく、「体の中から邪気（病気）を追い払う」といった願

いを込めて豆をまき、鬼を追い払って福を招きます。

　豆まきには大豆を用いますが、大豆は「畑の肉」といわれ、

たんぱく質やビタミンが多く、貧血予防の鉄、食物繊維やカル

シウムも含まれています。

　節分に限らず、大豆や大豆製品を毎日食べるなど、普段から

健康な体づくりを心がけましょう。

うち豆のみそ汁～酒粕、乳酸菌のうまみで減塩～ 

　うち豆は新潟の伝統的な大豆の保存食。昔は各家庭で水につ

けた大豆を白臼の上にのせ、木槌でたたいてつぶして作りまし

たが、現在はスーパーで手軽に購入できます。水に戻す手間が

省け、調理も簡単です。

【材料（４人分）】　　　１人分 62kcal　塩分 0.9g

大根　120g

人参　1/３本（40g）

さやいんげん　4 枚

うち豆　20g

出し汁

　昆布　5 ㎝

　かつお節　10g

　水　　3カップ

味噌　大さじ１と１/２

酒粕　小さじ２
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み ん な の ひ ろ ば

ちーちゃんさん 14歳 五十嵐あこさん 3歳あいりんさん 4歳たねさん

ASAHIさん 14歳ココナッツさん 9歳

テテ大好きさん 12歳

シマリスさん 11歳

投
稿
す
る
と
き
は
ペ
ン
で
書
い
て
く
だ
さ
い
。

（
薄
い
も
の
は
掲
載
で
き
ま
せ
ん
）

住
所
と
名
前
は
必
ず
書
い
て
く
だ
さ
い
。

（
ペ
ン
ネ
ー
ム
希
望
の
場
合
は
名
前
の
横
に
ペ

ン
ネ
ー
ム
『
○
○
○
』
と
書
い
て
く
だ
さ
い
）

１
か
月
に
一
人
１
枚
だ
け
受
け
付
け
ま
す
。

Ａ Ｑラジ
オ
体
操
を
放
送
で
流
せ

ま
す
か
？

　

町
民
の
健
康
の
た
め
に
、
ラ
ジ
オ

体
操
を
放
送
で
流
し
て
は
い
か
が
で

し
ょ
う
か
。

　

こ
の
よ
う
な
こ
と
は
経
費
が
か
か

り
難
し
い
で
し
ょ
う
か
？
私
の
思
い

付
き
で
す
。

　

私
は
毎
日
朝
の
ラ
ジ
オ
体
操
を
20

年
以
上
も
し
て
い
ま
す
。
健
康
は
と

て
も
大
切
で
す
。
い
く
つ
に
な
っ
て

も
家
で
生
活
し
た
い
で
す
。
足
腰
を

鍛
え
て
こ
れ
か
ら
も
楽
し
い
日
々
を

過
ご
せ
た
ら
幸
い
で
す
。

 

（
60
才
代
・
女
性
）

町
か
ら
の
回
答

�

（
担
当
　
保
健
福
祉
課
）

　
　
町
民
の
健
康
に
関
す
る
ご
提
案
を

い
た
だ
き
、
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま

す
。

　
ラ
ジ
オ
体
操
を
（
防
災
行
政
無
線

で
）
放
送
し
て
は
ど
う
か
と
の
ご
提

案
で
す
が
、
ラ
ジ
オ
体
操
は
、
気
軽

に
実
践
で
き
る
運
動
で
あ
り
、
健
康

の
維
持
・
増
進
に
も
役
立
つ
も
の
と

考
え
て
い
ま
す
。

　
し
か
し
な
が
ら
、
健
康
や
運
動
に

対
す
る
取
り
組
み
方
は
様
々
で
あ

り
、
各
家
庭
に
お
け
る
生
活
状
況
な

ど
も
異
な
る
た
め
、
防
災
行
政
無
線

を
通
じ
て
全
戸
に
ラ
ジ
オ
体
操
を
放

送
す
る
こ
と
は
難
し
い
と
考
え
て
い

ま
す
。

　
ご
提
案
に
も
あ
る
と
お
り
、
生
涯

を
健
康
に
暮
ら
し
て
い
く
こ
と
は
皆

さ
ん
の
願
い
で
す
。
町
民
の
健
康
づ

く
り
を
推
進
す
る
た
め
、
保
健
福
祉

セ
ン
タ
ー
や
集
落
な
ど
で
実
施
し
て

い
る
地
域
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー
の
健

康
運
動
指
導
士
に
よ
る
運
動
教
室
を

は
じ
め
と
し
た
各
種
事
業
を
展
開
す

る
と
と
も
に
、
広
報
な
ど
を
通
じ
町

民
の
健
康
増
進
に
つ
な
が
る
情
報
提

供
を
行
っ
て
い
き
た
い
と
考
え
て
い

ま
す
。

　
こ
の
コ
ー
ナ
ー
で
は
、
町
政

ポ
ス
ト
に
投
稿
の
あ
っ
た
町
政

に
対
す
る
ご
意
見
、
ご
質
問
と

そ
れ
に
対
す
る
回
答
を
紹
介
し

ま
す
。

　
投
稿
者
は
年
代
と
性
別
だ
け

表
示
し
ま
す
。

　
町
政
ポ
ス
ト
は
が
き
や
Ｅ
メ

ー
ル
で
ご
投
稿
い
た
だ
い
た
ご

意
見
・
ご
質
問
を
広
報
に
て
紹

介
し
ま
す
。
あ
ら
か
じ
め
ご
了

承
く
だ
さ
い
。

　
な
お
、
投
稿
者
や
第
三
者
の

プ
ラ
イ
バ
シ
ー
を
害
す
る
恐
れ

が
あ
る
場
合
な
ど
、
投
稿
と
回

答
の
内
容
に
よ
っ
て
は
掲
載
し

な
い
こ
と
も
あ
り
ま
す
。

役
場
総
務
課

　
広
報
広
聴
係（
内
線
２
２
２
）

町
政
ポ
ス
ト

Ｑ
＆
Ａ

22

差出有効期間
令和３年５月
３１日まで



蓮野集落

蓮野こども園

蓮潟こども園

藤寄集落

亀代こども園

サンタさんありがとう！

無病息災を願う「さいの神」
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　12 月 19 日（木）に蓮潟・亀代こども園、20 日（金）に
蓮野こども園で、クリスマス会が開かれました。この日を
とても楽しみにしていた子どもたち。サンタクロースが登
場すると、子どもたちは目をキラキラと輝かせていました。
　サンタさんへの質問コーナーでは、「サンタさんはどこ
でプレゼントをつくっているの？」「トナカイはなんびき
いるの？」「どうしていつもあかいふくをきているの？」
など質問が出ていました。
　サンタさんもトナカイも喜ぶみんなの顔を見てうれしそ
うに帰っていきました。

　各集落で小正月の恒例行事「さいの神」が行われました。写真は１月 12 日（日）に蓮野集落と藤寄集落で行われ
たさいの神の様子です。小雨が降り冷え込む中でしたが、参加者には豚汁などがふるまわれ、ほっと温まるひと時で
した。集まった皆さんは、今年１年の無病息災を願い、令和最初の「さいの神」の炎を見守っていました。


